
 

 

 

 

 

 

 

 

社会資本整備審議会道路分科会 第３回東北地方小委員会 

 

【 議 事 録 】 

 

 

 

 

 

○報 告 

１）「東日本大震災」の対応について 

２）「三陸沿岸道路」等のルート具体化の経緯について 

３）「三陸沿岸道路」の新たな考え方について 

 

○ 議 事 

１） 計画段階評価（２回目） 

・日本海沿岸東北自動車道（二ツ井白神～あきた北空港） 

２） 計画段階評価（１回目） 

・ 東北中央自動車道（福島～霊山） 

 

○その他 
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○報 告 

１）「東日本大震災」の対応について 

 

○大滝委員長 報告からということで、今回は３項目あります。まず最初の１つ目の東日本大

震災の対応について、事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局 今般の東日本大震災の東北地方整備局としての対応についてご説明いたしたいと思

います。 

  震災の概要はもう皆様ご存じのとおりでありますけれども、東北の地図がございますけれど

も、マグニチュード９．０を初め何回かの余震もあったということで、最大震度７、これは

宮城県の栗原市で観測されております。 

  津波高、これは遡上高というのはもっと大きいところがございますが、ここで申し上げたい

のは相馬ほか、地震が１４時４６分に起こりましたから、それから早いところで３０分ぐら

いで大きい波が来ているということでございます。 

  大震災の対応でございます。通常はこれはご存じのとおり、白抜きの部分、発災があって、

応急復旧、緊急復旧があって、それで本復旧、元に戻すという形で流れていくのが常なので

すが、今回のような大きな災害になりますと、まず啓開、道路啓開、これは瓦れきで埋まっ

た道路をまず開けて、自衛隊や警察、救急車が通れるようにするという作業ですけれども、

この啓開がありました。それから、本復旧があり、最後この復興がございます。そういうポ

イントがあるということ。それから、我々はハードを中心に仕事をしているわけでございま

すけれども、今回はこの下に書いてあるような自治体や被災者の皆様の支援も直接にやると

いうことになりました。 

  これが先ほど局長からお話がありました当方の災害対策室でありまして、青い服を着ている

のが幹部でございます。テレビがあって、ここで例えばヘリコプターの映像とか、あるいは

本省の大臣とのやりとりをこのテレビだけでやります。小さい画面が幾つかあると思います

けれども、これが各地区の道路や河川の状況をカメラで映す映像でございます。ただ、この

ときは地震直後でございますので、画面が青いところがあると思います。あれはやはり津波

なりでカメラが壊れてしまって映っていないということでございます。 

  これも同じ画面で、幹部の後ろにたくさん人間がいると思います。ここに例えば道路班、河

川班、いろいろな班がありまして、そこで災害復旧の作業をしております。緊急のときには

１カ所に集まって作業をするということになってございます。 
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  我々の庁舎自身も随分被害を受けました。これは宮城県の気仙沼にある国道の出張所でござ

いますけれども、海の近くだったものですから、このような状態で全く使い物にならない状

況。ただ、職員は無事でございました。 

  これは先ほど申したように、こういう形で大臣と本省とやりとりをしているという絵でござ

います。 

  被災直後から、先ほど言った道路の啓開をするということになりました。東北の地図が右側

にございますが、今回太平洋地区が八戸からいわきまで大きな被災を受けたわけでございま

して、当然ながらここを通っている国道４５号とか国道６号もなかなかすぐ使える状況では

ありませんでした。ただ、内陸は比較的無事だったものですから、内陸の国道４号なり東北

自動車道から横軸にまず道路を通れるようにしたと。この形がくしの歯のようだったもので

すから、「くしの歯作戦」と命名をしまして、これの道路啓開なり簡単な復旧をすることを、

まず最初の１週間でやったということでございまして、３月１１日以降３月１８日までにか

けて１６のうち１５ルートを啓開したと。１ルートについては、これは原発の警戒区域の中

だったものですから、まだ啓開ができていないということでございました。 

  実際の現場の直後、これは陸前高田市内ですけれども、こんな状況です。この黄色い服を着

ているのが三国と背中に書いてあるんですけれども、これは三陸国道事務所、うちの職員で

す。左隅にいるのが建設業者の方だと思いますが、最初は道路がどこにあるかもわからない

状況。この中をああいう機械を使いながら、まさに道路を啓開していくということでありま

す。 

  だんだんこんな形で開けてきたと。ただ、なかなか我々だけではできない作業でございまし

て、真ん中に立っているのが自衛隊、その横が警察です。３者で連携しながら瓦れきの処理

を、まずはどけるということをさせていただきました。 

  道路の話だったのですけれども、実は我々陸海空ありまして、これは仙台空港です。左側の

写真が津波で水没している写真です。これをまず河川の持っているポンプで、まずは水を抜

きました。その結果、右のように水を抜きまして、３月１７日より解消したわけでございま

すけれども、空港も再生に至ったということでございます。 

  港湾です。港湾は港の中にやはり瓦れきが大量にありまして、大きな船が通れないことにな

ります。それで、先ほど道路の啓開と申しましたけれども、ここでも航路啓開という言葉が

あるということだそうですが、太平洋側の１０港でこの啓開をさせていただきました。 

  以上のまとめでございますけれども、陸、空、海ということで、陸は１５ルートの啓開、空



-3- 

路は空港、海路は先ほどの１０港について啓開をしたということでございます。 

  啓開が比較的早くできて、１週間程度でできたということだったのですけれども、これは先

ほど申しましたように、橋梁の耐震補強は阪神淡路以降粛々と進めておりまして、それで内

陸部、結構震度的には６とか７もありましたから強かったのですけれども、内陸部の被害は

非常に軽微でした。ただ、津波で海岸部が壊滅したということでありました。そういう意味

で、内陸は耐震補強で被害が小さかったのかなと考えております。それから、先ほど申しま

したように、くしの歯、横ルートというのは実はたくさん無数に道路があるわけですが、そ

のうち主要なこの１６ルートに絞って作業を集中したということも、比較的早くできたので

はないかと思います。最後は、やはり災害協定で事前に建設業者の方にここはここ、あそこ

はそこと決めておいたのですね。ですから、自動的に業界の方が現場に駆けつけていただき

まして、道路啓開をしていただいたということもうまくいったのかなというふうに思ってお

ります。 

  ここから少し内容が変わります。先ほど最初に申しましたとおり、自治体の皆様や被災者の

皆様の支援を国土交通省として、東北地方整備局として今回随分やらせていただきました。

具体的には、この１から５まであります。以下個別に説明します。 

  最初に、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ、これは技術者部隊です。やはり我々道路、河川もそうですけ

れども、それ以外にいろいろな公共施設が今回被災を受けているわけで、なかなか町では町

自体が被災を受けているものですから大変な状況で、国交省の職員を派遣いたしました。発

災翌日には８名、３日目から２００名レベルで職員を被災現場に行かせまして、東北という

よりは全国から、東北の職員はどちらかというと我々自身も結構忙しかったものですから、

近畿とか北陸とか各方面からＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ技術者に来ていただきまして、こういう調

査をさせていただきました。 

  それと同時に、まずは通信が当時全く不能でした。携帯もつながらない、ＮＴＴももちろん

つながらないという中で、衛星電話とか衛星通信車、衛星通信車というのはもうセットにな

っていて円盤もついていると思いますけれども、衛星とのやりとりができるということにな

ります。それから、排水ポンプのような、津波の直後ですから排水ポンプ車などのこういう

機械類は、地元に支援ということで配置をさせていただきました。 

  この機械も、東北の機械もございますが、その他の整備局から全国から動員をして配置をさ

せていただきました。 

  リエゾンという、聞きなれないかもしれませんが、フランス語だそうで橋渡しということだ
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そうです。要するに、機械だけではなくて人も各市町村に送らせていただきまして、情報の

やりとりをさせていただきました。これも全国から動員をしてやらせていただきました。 

  ということになると、いろいろな情報が整備局の方に入ってきました。道路や河川の復旧と

いうことよりも、やはり災害直後は写真にあるようなこんなものを何とかしてほしいという

悲痛な要望がたくさんありまして、我々としては大臣からとにかく省庁の枠を越えて全部や

れというご指示もあったものですから、仮設ハウス、これは庁舎の一部になったり、トイレ

あるいは避難している方のテント、このようなものも全国から調達をいたしております。 

  これは調達のリストであります。ガソリンとかいろいろなもの、食べ物もございます。埋葬

箱も、これは棺桶のことですけれども、こんなことの対応もやらせていただいたところであ

ります。 

  ホームページに臨時掲示板というものもつくりまして、ここでは直接首長さんから書き込み

をしていただいて、そういうニーズも把握させていただいたということであります。 

  以上、被災直後のいろいろな対応について説明させていただきましたけれども、ここからは

道路の関係で若干ご紹介させていただきます。これは岩手県の三陸縦貫自動車道釜石山田道

路です。震災の１週間前に開通したほやほやの道路だったのですけれども、それはこの赤い

区間になります。緑色の区間が浸水区域。これは鵜住居地区が浸水しました。両石地区とい

うところでは国道４５号自体が通行止めになってしまったということで、鵜住居地区の皆様

に三陸縦貫自動車道釜石山田道路の方に避難していただきました。最終的にはこの道路その

ものの上によじ上っていただいて、そこで津波から命を守っていただいたということであり

ます。さらには、そこにたまたまトラックが何台か通ったものですから、小学生でしたけれ

ども、そのトラックに乗って南側の避難所の方に避難していただきました。非常に寒いとき

でしたから、そういう意味で非常に人命救助にもこの道路は役立ったのかなというふうに思

います。 

  これは仙台市内の仙台東部道路という高速道路であります。左上の写真がちょうど津波でや

られているのですけれども、この盛り土の道路が津波を一種せき止めるような役割を果たし

ました。水自体はこのボックスを通して抜けていたと思うのですが、瓦れき自体がこれをと

どめたということでありまして、下側の写真がそれです。海側の方に瓦れきがいろいろある

と思います。水が引いた後の写真ですけれども。ただ、市街地側、右側の方は被害が少なか

ったということであります。また同時に、この道路自体も盛り土ですから、右上の写真です

けれども、一般の住民の方が２３０人ほどと書いてありますけれども、津波が来たときにこ
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こに避難をされたということもございました。 

  また変わりますが、太平洋側の被害について、太平洋側についていろいろな県、ＮＥＸＣＯ

連携してやったわけですけれども、一方で日本海側の皆様の方からのいろいろな支援もいた

だいたわけであります。これはその量の数字だけですけれども、例えば酒田港取り扱い、震

災の３月４月では約５割増えたということ。また、国道１１３号は、日本海側から太平洋側

に抜ける国道ですけれども、この交通量も２倍以上増えているということもありました。当

時除雪が非常に大変だったわけですけれども、これらも県などと協力しながら除雪をしっか

りやったところでございました。 

  これも同様に日本海側の各市町村から太平洋側の市町村の皆さんのところに、市町村同士の

連携も随分進んだようでございます。ちょっと宣伝じみて言いますけれども、当然こういう

道路を通って、皆さん太平洋側に「くしの歯」で行かれたということだと思います。 

  市町村の復興支援チーム、今までは復旧の話だったのですけれども、これは復興です。今後

の復興をこれからやっていかなければいけないということだと思っていますが、これは市町

村が主体になろうかと思います。あるいは全体を束ねる県も主体だと思いますけれども、そ

れに合わせまして、国土交通省としましても一緒になって支援し、復興の勉強、検討をして

いるところでございます。国土交通省東北地方整備局の中にもチームをつくりまして、デー

タの提供とか、技術的支援なども今行っているという状況です。 

  その中の一環として、まちづくりサポートマップというのをつくりました。少し小さくて見

づらいですが、青い点々が三陸縦貫自動車道の予定路線だと思います。それから、黒いのが

今回の津波浸水区域。それ以外に、右側に書いてありますけれども、明治三陸地震、昭和三

陸地震、チリ地震の浸水区域などもマップに落として、その他のいろいろな情報も落としま

して、市町村にこれをお配りして、今復興の計画の土台として使っていただいているという

ふうに思っています。 

  最後でありますけれども、教訓としまして、組織の意志統一、情報共有をみんなでしなけれ

ばいけないと。さっき災害対策室の写真がありましたけれども、みんなで共有して、整備局

長以下指揮命令系統でしっかりと動いたということ。それから２番で、高耐性と通信の確保。

やはり簡単に壊れない、通信もしっかり確保されないと、復旧、復興に対して大変な支障が

あるということも改めてわかったところであります。３番としましては、関係機関との連携。

これは県、市町村はもちろんですが、自衛隊、海上保安庁、ＮＥＸＣＯなどとの連携も極め

て重要だということであります。４番で全国組織、東北地方整備局は地方出先の機関であり
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ますが、先ほど申しましたＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ、リエゾン、機械、これもやはり全国の被害

が全くないところから融通ができるということで、今回は非常に役に立ったのかなというふ

うに思います。最後は、業界の皆さんとの連動。くしの歯作戦では、一夜で15チームが結成

されて、道路啓開に当たったということでありました。 

  早足ですみません。以上、東日本大震災への対応についてご報告をさせていただきました 

○大滝委員長 ご説明いただきましてありがとうございました。 

  それでは、今の報告に関しまして質問等がございましたら、委員の皆様方からお願いしたい

と思いますけれども。 

○泉山委員 質問というわけではないのですけれども、私、八戸なものですから、津波も来ま

して、比較的津波被害はあったのですけれども、早く段取り組んで皆さんが応援してくださ

ったおかげで、早く復旧ができたのでないかと考えております。また、久慈から野田村の方、

私の娘もボランティアで行ってお手伝いさせていただいたんですけれども、私は行きません

でしたけれども、やはり三陸縦貫自動車道の必要性というのは、今までどちらかというとぷ

つんと切れて全然動かなかったんですけれども、この必要性というのは本当に今回の地震災

害で改めて必要だなというのを実感しました。また、これからの復興ということも考えると、

さらに頑張っていただいて、安く早くつくっていただいて、復興の役に立つ強力な武器にな

るのではないかなというぐあいに考えますので、整備の方をお願いしたいなと思います。こ

れを見て大変強くそういう印象を持ちました。質問でもないですけれども、本当にご苦労さ

までしたということであります。 

○坂本委員 今、泉山さんがおっしゃられたのと同じような話ですけれども、今回の整備局さ

んの対応、非常に道路の啓開に関してのスピード、それからリエゾンとかＴＥＣ－ＦＯＲＣ

Ｅとか支援の幅広さ、ありきたりな言い方になるかもしれませんけれども、非常に感銘を受

けたと思っておりまして、本当に日ごろ蓄えた底力を発揮されたのでないかなというふうに

思っております。 

  それから、さまざま今回の震災の後で高速道路とか道路の再評価みたいなものがなされて、

私ども東北経済連合会も従来から高速道路については早くつくってくれという話をしてきた

のですが、今回の震災を契機に、一つ言えば例えばリダンダンシーとか、そういう意味での

必要性がさらに理解されたのではないかと思いますので、私ども東北経済連合会としてもさ

らに道路の建設の要望といいますか、促進の活動をしていきたいなと思っております。 

○大滝委員長 私も今お二人の委員の方々がおっしゃられたような形、特に最後に教訓という
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ところで五つの点にまとめられていまして、特にすばらしい活動については今お二人のお話

のあったとおりだと思います。 

  それから、今のプレゼンテーションの中にも出てきましたけれども、それぞれの地域の建設

業界の皆さん方と日ごろから非常にしっかりとした連携を組まれていたということで、これ

は非常に地味な活動だったんですけれども、今回のような大震災、大災害に遭遇してみて、

改めてこういう日ごろからの地味な連携とか活動というのが大きな成果をもたらしたのでは

ないかなというふうに、私は非常につくづく感じました。幾らすばらしいシステムを持って

いても、多分日ごろの体制というか、日常のいろいろな備えみたいなものを超えたところで、

いきなり震災モードになって違うことをやるというようなことはできないはずなので、改め

て日ごろからきちんとやっておくということの重要さということがあったのではないかと感

じています。 

  そういう意味で、いろいろな意味で整備局の皆さん方に敬意を表したいと思っていますし、

それから、とはいえやはりいろいろ問題もたくさんあったわけで、ぜひ今の教訓というのは

うまくいったということもあると思いますし、それから反省しなければいけないことという

のもたくさんあると思いますので、そこのところをしっかりと整理された上で、さらにまた

対応を強化していかれることが大切かなと私は感じました。 

○泉山委員 今日は人数が少ないから、少しお話ししなきゃだめかなと思いまして。これは東

北地方整備局さんのお仕事とは直接結びつかないとは思いますけれども、今回の震災でやは

り物すごい働きをしたのは米軍なんですね。八戸の場合も一か八かといいますか、海岸線に

面したところが津波をかぶったわけです。その地区は、もうじいちゃん、ばあちゃんしかい

ないんですね。みんな災害復旧とかこっちの方で来てしまって、その地区の瓦れき処理、す

ぐ米軍が来て、重機を持ってきてばたばたと片づけてくれた。米軍がいなければ片づかなか

った。そういう点で、米軍の方々が片づけてくれたことが大きくて、地域の方々も大変感謝

している。 

  それから、八戸の港、瓦れきの処理についても米軍の力がなければ、あんなに早くは片づか

なかったというようなことも耳にしていますし、そういった点でここには一切書いていませ

んけれども、そういう海外からの応援、助っ人といいますか、今回は物すごい米軍の世話に

なったというのをやはり記録しておくべきではないかなと思います。簡単ですけれども、別

にそれに対する答弁も何も要りませんけれども。 

○大滝委員長 それでは、特にご質問ご意見がなければ、最初の東日本大震災の対応について
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というのはこのくらいでよろしいですか。ありがとうございました。 

  それでは、続きまして二つ目の報告、三陸沿岸道路等のルート具体化の経緯について、説明

をお願いしたいと思います。 

 

 

２）「三陸沿岸道路」等のルート具体化の経緯について 

 

○事務局 先ほどご議論でもいただいております三陸沿岸道路等のルート具体化の経緯につい

ての取り組みについてご紹介させていただきたいと思います。 

  まず資料２でございますけれども、こちらは現在作業しておりますルートの具体化までの状

況でございます。まず、政府の東日本大震災復興構想会議でございますけれども、そちらの

方で地域活動を支える基盤強化として、三陸縦貫自動車道等緊急整備に関するご提言をいた

だいております。これは６月２５日のことでございました。その後、国土交通大臣の方から

も三陸沿岸地域の復興のリーディングプロジェクトとしての三陸縦貫自動車道等の早期整備、

あるいは早期のルートの具体化についてご指示がございまして、次にございます三陸沿岸道

路のすべての未事業化区間につきまして、早期のルートの具体化を図るために、まず道路が

通るおおむねの範囲を公表いたしまして、地域のご意見をいただきながらおおむねのルート

及びインターチェンジを提示した上で、８月中を目途にルートを確定するという作業に着手

いたしております。 

  右側が位置図でございまして、三陸沿岸道路約３６０キロございます。そのうちの未事業化

区間は約１５０キロでございますけれども、その１１区間につきましてそれぞれおおむねの

ルートの位置を提示し、かためていくという作業を行ってございます。また、縦軸のみなら

ず、横断軸と言われる東北横断自動車道釜石秋田線、東北中央自動車道（福島～相馬間）に

関しても、同様の作業を行ってございます。こちらも復興構想会議におきまして、太平洋沿

岸と東北道をつなぐ横断軸の強化についてご提言をいただきまして、また大臣のご指示もい

ただきながら未事業化区間につきまして早期のルートの具体化を図る作業に入っておりまし

て、先ほどの三陸沿岸道路と同様８月中を目途としたルートの確定作業を行ってございます。

具体な区間は右側にございます。例えば釜石秋田線でございますと、２区間未事業化区間が

ございまして、①釜石西～釜石と②遠野～遠野住田間がございます。また、下側の東北中央

自動車道でございますけれども、赤字で書いております③相馬西～相馬、④阿武隈～阿武隈
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東につきましては、この作業を進めているところでございます。また、今日ご審議いただき

ます⑤福島～霊山の区間でございますけれども、こちらも同じ未事業化区間なのですが、福

島の市街地を通る区間でございまして、こちらは道路が通るおおむねの範囲をまず絞り込ん

でいくという段階でございまして、この絞り込む作業に関する、本日計画段階評価のご議論

をいただきたいと思っているところでございます。 

  続きまして、このルートの具体化の作業の経緯でございます。代表的なものでございますけ

れども、まず７月に道路が通るおおむねの範囲ということで１キロの幅で大体この辺を道路

が通りますと、おおむねの範囲を提示しております。それに対しまして、市町村、住民の方

から意見をいただきまして、８月中旬ごろにおおむねのルート、インターチェンジの位置の

提示ということで、もう少し５００メートルの幅に絞った形で提示をさせていただいてござ

います。現在は、また住民の方、市町村の方のご意見をいただきまして、最後のルートの確

定の作業に入っているということでございます。 

  こちらが具体の例でございまして、まず７月にお示しをいたしました、７月１日に公表した

歌津～本吉間の例でございます。このように１キロの幅でまずは道路が通るおおむねの範囲

を示しておりまして、真ん中の丸で囲っておりますけれども、道路が通るおおむねの範囲の

考え方ということで、当方の考え方を示させていただいております。それに対しましてご意

見を伺うという形で進めておりまして、こちらが８月５日に公表しているものですけれども、

同じく５００メートルの幅にルートを絞り込みまして、青の点線で囲っておりますけれども、

おおむねの出入り口の位置を表示しております。それに対しましても、道路が通るおおむね

の範囲に関するご意見をいただきまして、そのいただいた結果に対してこういったルート及

び出入り口の考え方ということで示させていただいているというものでございます。 

  以上がルートの具体化の経緯でございます。 

 

 

３）「三陸沿岸道路」の新たな考え方について 
 

○事務局 次に、今行っております三陸沿岸道路の新たな考え方についてということでご紹介さ

せていただきたいと思います。 

  まずその前に、後ろの方につけております参考資料２をおめくりいただければと思います。

東日本大震災を踏まえた緊急提言というものがお手元にあると思います。こちらは７月１４
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日に高速道路のあり方検討有識者委員会ということで、国土交通省本省の方で行われている

委員会でございますけれども、この委員会の目的自体は、高速道路の将来のネットワークで

ありますとか料金のあり方についてご審議をいただくものですけれども、この緊急提言の中

で東北地方の産業の再生の観点を含めた高速道路政策ということを取りまとめていただいて

ございます。分量もありますので、ポイントだけご説明させていただきたいと思います。 

  この参考資料の中には今回の震災におけます総括と教訓でありますとか、今後の道路政策に

ついて記されておりますけれども、ポイントとなるところは６ページ目をお開きいただきた

いと思います。６ページ目の中ほどに、被災地域の早期復興を促進する復興高速道路等の整

備ということが記載されてございまして、先ほど来説明させていただいております地域間の

連携を高める復興高速道路としての三陸沿岸道路、太平洋沿岸軸の強化でありますとか、あ

るいは内陸を結ぶ横断軸の強化といったことが提言としていただいているというものでござ

います。こういったことを受けまして、新たな三陸沿岸道路の設計の考え方ということで、

資料３に戻ってご説明させていただきます。 

  まず三陸沿岸道路でございますけれども、これまで交通量の観点等々もございまして、なか

なか積極的な具体的な進展というものが少し進んでこなかったようでございましたけれども、

今般の震災におきまして物資の輸送でありますとか、孤立の解消とした命の道としての機能

を発揮したことでございます。また、先ほどのあり方委員会での緊急提言もいただいている

という状況でございます。これらの点から、三陸沿岸道路は人々の暮らしを支え命を守るた

めに全線の整備が必要ということでございまして、まず平時の役割といたしまして、医療サ

ービス、産業、観光を支える役割というもの。あるいは災害時におきまして避難、救急救命

といった命を守るといった機能、こういった機能を持った道路としての整備が必要でないか

ということでございます。 

  一方で、昨今の厳しい財政状況等々から一層の効率化も問われておりまして、これまでの従

来の基本設計見直し、低コストを実現していくという必要がございます。そのために大きく

六つの設計の見直しということで考えておりまして、低コストかつ暮らしを支え、命を守る

機能を持った被災地の復興のリーディングプロジェクトとして整備を進めていこうというこ

とで今考えているものでございます。 

  次が６つの見直しということで考えているものでございます。個別的には次から説明させて

いただきます。まず、強靱性の確保でございます。こちらは大震災における津波に対しても、

やはり道路本線が寸断されることなく交通機能を確保するということが大きな命題でござい
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まして、そういったことを配慮しながら設計を行っていくということでございます。具体的

には被災区域を避けるでありますとか、当然ながらやむを得ず通過せざるを得ないときには、

高さのある橋梁へ通過するといった、今回の両石高架橋の例を写真で示してございますけれ

ども、こういったところで高さのある橋梁で浸水を避けるといった強靱性を確保してまいり

たいということでございます。 

  ２ページ目が低コストの実現でございまして、車線数及びコンパクトなインターチェンジの

イメージということでございます。従来でございますと、有料道路区間におきまして、例え

ば料金所を設置してトランペット型のインターチェンジあるいは４車線の計画等々がござい

ますけれども、今回におきましては交通量等々あるいは地域の交通状況を踏まえまして、２

車線の道路整備という、かつインターチェンジにつきましては地域の利用状況を踏まえたコ

ンパクトな形のインターチェンジに設計を見直していくということで考えてございます。 

  三つ目が、復興まちづくりの支援ということでございまして、こちらは南三陸の例でござい

ますけれども、ここは従来ございました産業ゾーンあるいは公共公益ゾーン、今般の被災を

受けまして、居住ゾーンがこのインターの近くに計画されているというものでございます。

今回の未事業化区間のインターチェンジにつきましても、こういった復興のまちづくり計画

と一体となったようなアクセスの確保でありますとか、利便性の確保ということを意識しな

がら、出入り口を配置していくということで考えてございます。 

  四つ目でございます。拠点と連絡するインターチェンジ等の弾力的配置ということでござい

ます。いわゆる出入り口の配置につきましては中心の集約でありますとか、国道４５号と県

道とのアクセス、あるいは平時、災害時の利便性に配慮しようということでございまして、

例えば水産業や商工施設とのアクセス、あるいは防災拠点とのアクセス、あるいは病院など

の重要拠点施設との車両用出入り口を設けたアクセスということで、検討を行っているもの

でございます。 

  五つ目は、避難機能の強化ということでございます。今回の例で示しております釜石遠野線

と三陸沿岸道路を緊急避難路で直結していくと紹介しておりますけれども、このような形で

緊急避難路でありますとか、あるいは緊急避難階段、これは地域のご意見からも多数ご要望

いただいておりますけれども、災害時における避難という考え方も道路設計の中に組み込ん

でまいりたいということで提案をさせていただいているものでございます。 

  最後でございますけれども、ＩＣＴ技術による通信の可能性確保ということでございまして、

ＩＴＳのスポットでありますとか、民間のプローブ情報等々を活用いたしまして、災害時に
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通行可能なルートをドライバーに提供するでありますとか、そういった情報施設を標準的に

整備するというものでございます。具体には下の２行にございますけれども、車の走行ルー

トや走行速度などの情報を収集し、災害時における通行可能ルートあるいはリアルタイムな

道路交通情報を把握していくといったことを検討しているところでございます。 

  長くなりましたが、以上、三陸沿岸道路の新たな考え方ということでご紹介させていただき

ます。 

○大滝委員長 どうもありがとうございました。 

  二つ目の報告、三陸沿岸道路等のルートの具体化の経緯ということと、三つ目の報告、三陸

沿岸道路の新たな考え方と、二つ続けて説明をいただいたということだと思います。この二

つの報告につきまして、それぞれ今の説明報告に関しまして何か質問、ご意見等いただけれ

ばと思います。 

○福迫委員 ２点ご質問させていただきます。 

  まず資料２の方ですけれども、こういったルートを順次整備していくということで、段階に

もよるのかもしれませんけれども、このルートがある程度整ったときに、どういう形で運用

するのかですね。特別な形といいますか、ＮＥＸＣＯでやるのか。それとも違う形でやるの

か。そういったところはどうお考えなのかということです。 

  資料３の方の部分ですけれども、三陸沿岸道路の新たな考え方ということですが、これは三

陸沿岸道路のみの考え方なのか。こういう新しい考え方を一つモデルタイプとして今後の道

路建設等を、ほかの地域でも同じような災害も起きる可能性もあるわけですし、そういった

ところで必要な道路を整備する際の一つのモデルとして、こういった見直しなり考え方なり

を進めていくという位置づけなのか。どのような形なのかをお聞かせください。 

○事務局 １点目の件でございますけれども、こちらは無料の高速道路でございまして、国の

方の直轄の施行ということで検討されているところでございます。 

  二つ目の点でございますけれども、こちらのこういった被災を受けて、まず復興のリーディ

ングプロジェクトとして三陸沿岸道路の新たな考え方ということで示させておりまして、こ

れは今後ほかの、例えば想定区域等々への適用については、まだこれから検討なされていく

といいますか、三陸沿岸道路の状況を見ながら進めていくということになろうかと考えてお

ります。 

○坂本委員 今後、事業評価手続に入っていくということなんですが、スケジュール的にはど

うなっているのでしょうか。それが１点目。 
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  結局予算がつかないと始められないのだと思うのですけれども、三次補正とか来年度予算と

かいろいろありますが、その辺この三陸道についてこうしていくというのがあるのかどうか

よくわかりませんけれども、予算獲得の見通しというのも変ですが、その辺どうなのかなと

思いまして。以上、二つ質問を。 

○事務局 予算の方でありますけれども、我々としましては三次補正があるというふうに言わ

れていますから、それにこういう形で事業化を要求していきたいと思っております。まだ全

体的にどういう形で動いていくか、スケジュールがわからないものですから、そのあたりは

詳細はこれからだと思います。ただ、どちらにしましても手続、さっき資料の中に事業化の

前に事業の評価手続というのがあったと思うのですけれども、これはやはり９月中旬ぐらい

には三次補正を一応ターゲットにして、９月中旬ぐらいにはこの事業の評価手続をしたいと

いうふうに我々は考えておりまして、またその場合には委員の皆様にご足労をかけることに

なろうかと思いますが、その際はよろしくお願いしたいと思います。 

○泉山委員 質問ではないのですが、この高速道路のあり方検討有識者委員会というのは東京

の会議でしょうけれども、やはりこの震災後、少し変わったのですか。スタンスといいます

か、やはり高速道路の重要性というか。今まではどちらかというと、通行量が少ないとつく

らないというような感じのスタンスの方が強かったみたいな感じがするわけですが、震災後

ということになると、またそのニュアンスといいますか、ウエートのかけ方といいますか、

そういうのは変化、緊急提言なんていうのをまとめてきてますから変わってきたのかなとい

うような感じもしているのですが、その辺の雰囲気といいますか、どうなんでしょうか。 

○事務局 東京のダイレクトな雰囲気というのは、ちょっと私もわかりかねるのですけれども、

ただ、こういった緊急提言の中でこれまでのミッシングリンクによるネットワークの機能に

課題があるでありますとか、あるいは日本海側からの物資の輸送、このリダンダンシーの機

能でありますとか、あるいは防災面での機能といった評価が改めてなされておりまして、そ

ういった議論をいただいてきているというところかと思います。すみません、ちょっと答え

になっているかわかりませんが。 

○泉山委員 ほとんど震災とは関係ないんですけれども、たまたま二、三日前に八甲田の雪中

行軍の講演を聞きまして、あれは何のためにやったんだろうという。あれは日露戦争時代、

ロシアが非常に強くなってきた。それで、ウラジオストックから八戸港だとか青森港に上陸

してくると、輸送手段がなくなってしまう。それで八甲田の山越えをしてでも、そのときの

ために訓練しておく必要があるということで、あれが計画されたんだそうですよ。そういう
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ことを考えますと、やはりそういうのを災害と言うのかどうかわかりませんけれども、１本

の道路だけだとちょっと寂しいなと。やはりそういうようなものも頭のどこかに入れた形で、

道路というのは整備しなければならないのでないかなというような、たまたま二、三日前、

八甲田雪中行軍の話を聞きながら、そういうのを強く感じました。以上です。 

○大滝委員長 この六つの設計見直しという資料の３の２ページ目のところで、確かに高速道

路を通していくということについての見方は変わってきたのかもしれないんですけれども、

今の国家財政の状態を見ると、どんどんリダンダンシーを高めるために高速道路をたくさん

つくりますという状態ではとてもないということがあって、この②の低コストの実現、ここ

ではたまたま別紙の２のところの主としてインターチェンジの話とか路線の話をしてるんで

すけれども、多分こういうところとセットにしてやっていかないといけないということがあ

って、こういうところの検討が一体どんな点で、何がどこまで進んでいるのかなというのは

少し気にかかるし、とはいっても震災が起こったからといって、いきなりそっちの方にみん

ながどっと流れていくというわけにはいかないと思うんですけれども、この低コストの実現

というところについて、今どんな形で具体的にどういうふうな検討が行われているのかとか、

それから当然この後低コストを実現するために、具体的にこのぐらいコストが実現できる、

低コスト価格が実現できるというようなことを数字であらわしていくとかいうことが当然出

てくると思うんですけれども、その辺の見通しとか進め方とか、それから何をどういう形で

低コスト化していくのかというようなことについては、どんな議論が進んでいるのかという

ことについて、ちょっと教えていただければありがたいと思います。 

○事務局 この低コストの実現につきましては、先ほど説明があったように、まだ５００メー

トルの幅でこんなルートで、インターは大体ここら辺ですよということを今月中にかためる

段階なものですから、詳細はこれからになります。これから実際に設計をして、その段階に

こういう基本方針に基づいて低コスト化を実現するように動いていくということでありまし

て、具体的にはこれからなんですが、例えばですけれども別紙２でこのインターチェンジの

話でいきますと、これは一般論だと思っていただければと思います。従来こういう形でぐる

ぐる巻きのトランペット型といいますけれども、こういうインターチェンジをつくる、そし

て料金所もつくるということなんですけれども、これを見直しと書いてありますけれども、

これは一般的にダイヤモンド型というんですけれども、ひし形をしているものですから、用

地が非常に狭くて済むものですから、物すごく大ざっぱに言うと３分の２ぐらいで事業費が

軽減できます。３分の１減る。３分の２でつくれるということです。さらに、これがもし地
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区の状況にもよりますけれども、片方だけ、南方向だけあるいは北方向だけのダンプでとり

あえずいいよということになると、その３分の２のまた半分ですから、３分の１ぐらいでで

きるというようなことになります。この方向については大体今地元のお話を聞いて進めてい

るところでありますから、そういう方向は大体このぐらいになるというのは今月中にはかた

まると思いますが、ただ総額として幾らというのはもう少し時間がかかるのではないかと、

そんな状況でございます。 

○坂本委員 コンパクト型って、料金所と書いてないんですけれども、別に意味はないのです

か。料金所が要らないというのではないですよね。 

○事務局 要りません。基本的に無料道路ですから。先ほどもありましたけれども、これは国

土交通省の方でつくる道路と考えておりますので、無料道路ですから料金所も要りません。

それでコンパクトな形になるということでもあるんですけれども。 

○泉山委員 やはり復興ということを考えれば、スピードが要求されるんじゃないですかね。

と、思います。要望として、できるだけ早くつくっていただきたいという要望を申し上げま

す。 

○大滝委員長 それでは、もし特にほかのご意見がないようでしたら、さらに先の方に進めて

いきたいと思いますけれども、よろしいですか。ありがとうございました。 

 

 

４．議 事 

１）計画段階評価（２回目） 

  ・日本海沿岸東北自動車道（二ツ井白神～あきた北空港） 

 

○大滝委員長 それでは、今まで報告ということだったわけですけれども、引き続きまして、

計画段階評価の調査に入りたいと思います。 

  まず最初に、日本海沿岸東北自動車道、二ツ井白神～あきた北空港につきまして、説明を願

いたいと思います。これについては、もう既に先ほども少しご説明がありましたけれども、

昨年１２月に全国的に試行としてスタートして、１月には地域でアンケート等を実施し、意

見聴取を実施しております。その後に震災があって、ずっと延期されてきて今日に至ってい

るという経緯がありますので、既にご出席の委員の皆さん方にはこの中身については当然ご

承知のとおりかとは思いますけれども、かなりその間の期間があいてしまいましたので、多
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少重複するところはあるかもしれませんけれども、ご説明をいただいた後で検討をしたいと

いうふうに思っております。 

  それでは、よろしくお願いいたします。 

○事務局 資料の４－１をお願いいたします。表紙をめくって１ページ目をお願いいたします。

前回の小委員会で、地域の意見を把握するということでアンケートを実施することにしてお

りましたけれども、その際のアンケート並びにチラシ等についてご提示してご審議いただい

たんですけれども、もう少しわかりやすく簡略化してはどうかというような意見がございま

したので、その意見を踏まえまして、資料の４－２のチラシと、中にアンケート用紙を綴じ

込んでおりますけれども、こういうふうに修正しましてアンケートを実施したところでござ

います。 

  次の２ページをお願いいたします。地域からの意見の聴取ということにつきまして、１月下

旬から住民のアンケート、それから企業ヒアリング、高校生のアンケートを実施しました。

住民アンケートにつきましては、県北９市町村の住民等に対しまして２月１日から２８日ま

で、説明会等も交えながら９万９，０００部を配布いたしまして、配布部数の３．５％に当

たる３，４５７人の方から回答をいただいております。また、企業のヒアリングにつきまし

ては、政策目標としております医療、それからリサイクル、観光、農業、物流関係の企業の

中から所在地あるいは事業の規模等を勘案しながら、おのおの３つの企業、計１５の企業に

ヒアリングを行ったところでございます。また、若い方々からのご意見もということがあり

ましたものですから、県北の三つの高校に対しましてアンケートを実施しまして、６６０人

の生徒の方から回答をいただいたというところでございます。 

  それとは別に、住民アンケートの結果を添えて、県北の９市町村長並びに能代大館両商工会

議所にも意見を照会したところでございます。 

  住民アンケートの結果でございますけれども、整備の必要性については有効回答が３，４１

８のうち８２％の方が必要だと思うと。それから、ルートについては「案①」の全線新設案

が４８％、これに対しまして「案②」の現道活用案が５２％と若干上回っているというよう

な状況でございます。 

  おのおのの比較ルートの選択した理由ということでございますが、全線新設案の方は、安全

な道路が欲しいとか、あるいは現道活用案の場合、事故とか渋滞が発生するのではないかと

いうような意見がございました。一方、現道活用案の方につきましては、事業費が安く済む

とか、早く開通してほしいということで、安く早くというようなニーズが多いというような
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状況でございます。 

  現道利用の頻度でございますけれども、月に数回程度利用しているという方が半数でござい

ますけれども、ほとんど使っていないとか、全く使ったことがないという方も３分の１ほど

いらっしゃるということです。右側の現道を利用する目的ということにつきましては、やは

りこの区間が能代市と北秋田市の境にあるということで、営業とか運送の業務で利用されて

いる方が７割ぐらいおりまして、北秋田市だけを見ると、家事とか買い物の方が多いという

ような状況でございます。 

  現道についてどのような問題があるかということにつきましては、冬期の混雑や事故と答え

た人が半数以上おられると。また、この道路にどのような役割を望んでおられるのかという

ことにつきましては、早く走行できる道路とか、あるいは観光地や空港をつなぐ道路という

ふうに考えておられる方が約７割程度いらっしゃるようでございます。 

  ７ページにつきましては、ヒアリングを実施した１５の企業の意見を取りまとめたものでご

ざいますけれども、７つの企業が「案①」の全線新設案、８つの企業が「案②」の現道活用

案というような結果でございます。全線新設案を選んでいる企業は、おおむね１分でも早く

通過できる道路が欲しいというような意見でございまして、逆に現道活用案を選んでいる方

は、早く利用可能な道路が欲しいというような意見でございます。そのほか利便性が向上さ

れるとか、事業費の改善や圧縮というような意見も出されております。 

  次に、高校生アンケートの結果でございます。整備の必要性について有効回答が６４０のう

ち、必要だと思うと答えている方が４２％で、約半数の方がどちらとも言えないというよう

な結果になってございます。ルートの比較では、「案①」全線新設案が４２％で、「案②」

現道活用案がそれよりも１６％ほど多い５８％というふうになっておりまして、その主な理

由につきましては、建設費が安いからという意見が多くて、やはり若い方も経済性への関心

が非常に高いということがうかがえるのではないかというふうに思います。 

  ９ページは住民アンケート、それから企業ヒアリング、高校生アンケートの結果を取りまと

めたものでございますが、当該地域にはやはり道路整備は必要であると。その整備に当たっ

ては、やはり経済性も考慮して、事業費が安くかつ早く開通できる道路、そういうものへの

ニーズが高いというような状況でございます。 

  県北の９市町村並びに能代大館両商工会議所の意見聴取した結果を１０ページ、１１ページ

に取りまとめております。いずれの方も、やはり冬期の混雑や事故、あるいは通行止めした

ときの代替路、救急医療面、そういうものから日本海沿岸東北自動車道の整備を望んでおり
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まして、冬期交通の安全性を確保して、かつ低コストで早期に整備効果が発現できる道路と

いう意向が確認されました。いずれも「案②」の現道活用案を要望しているというような結

果になっております。 

  次の１２ページにつきましては、地域からの意見聴取した結果を下の方に整理してございま

す。現道活用案の早く利用したいというようなニーズを確認されたことから、整備局の対策

案でございますけれども、次の１３ページ、後ろの方に別添参考資料１がついてございます

けれども、こちらの方に秋田県知事の意見がありますが、計画段階評価に係る日本海沿岸東

北自動車道（二ツ井白神～あきた北空港）については、現道活用案で進めることに同意しま

すというような意見をいただいておりますので、対応方針としましては、「案②」の現道活

用案は、政策目標の高次医療機関への速達性の確保や、リサイクル関連拠点間の速達性の確

保等に対して、「案①」全線新設案と同等の効果が得られる。また、「案②」現道活用案は、

「案①」全線新設案よりも、沿線住民の利便性が高い上、費用が安価で早期に利用が可能で

あり、地域のニーズにこたえられるということから、現道活用案としたいというふうに考え

ております。 

  どうかよろしくお願いいたします。 

○大滝委員長 どうも説明をありがとうございました。 

  今、資料４－１を中心として説明をいただいたわけですけれども、このアンケート結果や地

域からの意見、それから対策方針について、説明いただいた内容につきまして質問等ござい

ましたらお願いしたいと思います。 

○福迫委員 前回のこの会議でも、委員の大半の意見は現道活用案が多かったように記憶して

おりますけれども、その際に委員の方々から出たところで、現道を活用することによってコ

スト的にもいいのではないかという話もありましたが、一方で、数字上さほど変わらないと

いうようなところも出たと思います。「案①」の場合は５００から６００で、「案②」の場

合は４００から５００と、場合によっては同じぐらいになってしまうということもあるわけ

ですけれども、その辺のコストの部分について、その後検討、コスト削減「案②」でさらに

コスト削減できるような話があるかどうかということが１点です。 

  住民のアンケートのところで、「案①」、「案②」の両方の意見がそれほど大きく分かれて

いないんですけれども、具体的な意見が出ているのが、代表的な意見というのが、「案②」

の方はかなり集中した意見があるんですけれども、「案①」の方では余り意見は出ていない

と。これは具体的な意見がなく、とりあえず「案①」を選択されているということなのか。
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あえて言えば安全な道路が欲しいという意見が多かったわけですが、これは具体的に今２が

安全ではないというような何か話があるのか。それとも単に「案②」の場合は現道の中で信

号等があるので、「案①」で完全に自動車道になるよりは事故が起きやすいというふうな考

えからこういう形になったのか。その２点についてお答えいただければと思います。 

○事務局 具体的なコストの比較はその後どうかというご質問でございますけれども、具体的

なコストを含めた設計についてはこれからまた新規事業化に向けてやっていくことになりま

すので、今のところそれ以降はやってございません。 

  それから、「案①」、「案②」で、若干「案②」の方が上回っておりますけれども、「案

①」を選択した方の理由として、事故とか渋滞が発生するのではないかというご意見につい

ては、やはり現道活用案の方は現道を使っていくということもありまして、インターが乗り

入れできる数が結構多くなります。現在やはり平面交差のところが将来的に立体化していく

ものですから、そうするとやはりインターでの分合流のところで事故が多いというふうに感

じたのかもしれません。具体的にルートとして現道活用案と新設案で違うのは、インターの

乗り入れする箇所が、やはり現道活用の方が相当多くなるというようなことだと思います。 

○大滝委員長 今の福迫委員のご質問と関係するのですけれども、少なくとも現道の中の問題

として、かなり多くの方が冬期の混雑とか事故ということについて指摘をされていて、その

問題について当然いろいろな配慮をした上でということになると思うのですけれども、事故

とか渋滞については今のお話なんじゃないかと思いますけれども、冬期の混雑とか冬期の事

故の問題とかということに対しては、例えばどういうような対応でそういうものを減らして

いくということをお考えになられているのかということについて、もうちょっと補足的な説

明をいただけるとありがたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

  この問題が多分現道を使ってやるということになると、皆さんやはり心配されている問題じ

ゃないかというふうに思われるんですね。その問題がクリアすれば、もっと多くの人がこの

案に賛成するのではないかというふうに、聞いていてちょっと感じたんですけれども、その

辺についてもしご検討があれば説明をしていただいたり、あるいはもしこの案の２をこれか

ら採用していくということであるとすれば、そういうことについて少し丁寧な説明をすれば、

住民の方々の意識とか、この道路に関する見方も変わってくるのではないかなということを

感じるんですけれども、いかがでしょうか。 

○事務局 現在の平面交差しているところを最終的に立体化していくということになりますけ

れども、当然新たに立体化していくとなれば、現道よりも当然勾配が急になったりするとこ
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ろも出てこようかと思います。そこら辺については、きちんとやはり安全を担保するように、

いろいろな基準あるいはそういうものもありますので、そういうものをきちんと担保しなが

ら設計してやっていきたいと考えております。 

○加賀谷委員 実は私が住んでいる酒田の話になるんですけれども、先日、日本海拠点港湾の

要求というのがございまして、実は能代港さんと酒田港で連名でリサイクル貨物ということ

で拠点港の申請をさせていただいたところです。今、特にこのアンケートが１月から３月上

旬に行われたということで、これ以降かなり東北の物流は変わっております。特に、前回の

審議の中で政策目標に掲げた能代港の活用と背後にあるリサイクル貨物については、かなり

の意味で変わっております。特に、リサイクル貨物につきましては、これから酒田港と能代

港が連名で拠点港の方に手を挙げたように、かなりの必要性と可能性というものが今ありま

すので、多分このアンケートを再度とられると、この部分についてはかなりニーズというの

が変わってきていると思います。 

  また、当初の政策目標である能代港の活用とかリサイクルの産業の活用とか考えると、また

さらに必要性というものが高まっている内容になってくると思いますので、ぜひそのあたり

も調査していただいた中で、この計画段階の評価というものに加えていただければと思って

おります。以上です。 

○泉山委員 どちらも同じだと思うんですけれども、北国の道路というとやはり雪が一番ネッ

クになりまして、雪が降ると交通が麻痺してしまうということが一番。それから、交通事故

というのがセットになっているみたいなものです。ですから、地元の住民の方々からいろい

ろアンケートをとって、こういう道路をつくってほしいというような要望が出ていると思い

ますので、生活道路といいますか、そういったような面で、住民の方々の意見がこれだけ出

てきてますので、それを参考にしながら早く整備されることが望ましいのでないかなと思い

ます。私は余り、それ以上のことはちょっとあれですけれども、よろしくお願いします。 

○坂本委員 特にはないんですが、地元の皆さん、みんな現道活用案ということで支持されて

いるようですので、一刻も早く完成するように取り組んでいってほしいなというふうに思い

ます。 

○事務局 先ほどご意見の中で、大震災の後に今回こういう形でルートをかためるわけであり

ますから、状況が変わっているではないかというようなご指摘がありまして、私どももそう

思います。それで、住民の皆様へのアンケートは再度実施は今回できなかったんですけれど

も、市町村長の皆さんには再度意見をお聞きしました。その結果、やはり変わりませんでし
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た。とにかく早く整備をするべきだと、そのためには現道活用の方が安くて早くできるなら

ば、それの方がよろしいだろうというようなご意見でした。 

  それから、秋田県の知事さんからもつい先日ご意見を賜ったんですけれども、やはり現道活

用ということでございまして、そういう意味では状況の変化はなかった、変わらなかったよ

うな気がいたします。 

  それから、冬期の交通安全確保の点もパンフレットの中では、一番この冬期交通安全確保の

課題があるのが真ん中の部分のところですね。この青い点々が冬期交通の課題の箇所であり

ますから、先ほどの皆様のご意見も踏まえて、ここは今先行整備をするということで考えて

ございますけれども、冬期交通安全確保を最重点に今後計画なり整備なりを進めていきたい

というふうに考えております。 

○大滝委員長 ありがとうございました。 

  それでは、たくさんのご意見もいただきましたし、委員の皆様方からもご見解をいただきま

したので、私の方からまとめとして、当小委員会としては、日本海沿岸東北自動車道（二ツ

井白神～あきた北空港）における対策案として、現道活用案とするということが妥当である

ということで、まとめとしたいと思いますけれども、これでよろしいでしょうか。 

  ありがとうございました。それでは、今私がまとめました内容を当小委員会としての結論と

してまとめていくということで、先に進めさせていただきたいと思います。どうもありがと

うございました。 

  それから、先ほど道路部長さんもおっしゃいましたけれども、今日も何人かの委員の皆さん

方からいろいろご意見が出ましたので、その点につきましては反映できるものについては、

この後説明なり具体的な対応のところで意見をいろいろな形で反映願えれば大変ありがたい

かなというふうに思っておりますので、この点につきましてもよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

 

２）計画段階評価（１回目） 

   ・東北中央自動車道（福島～霊山） 

 

○大滝委員長 それでは、引き続きまして、東北中央自動車道（福島～霊山）について説明を

いただきたいと思います。これは今回新たに復興道路のうち計画段階評価として着手する区
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間について、これから説明をいただくというものです。 

  それでは、説明をよろしくお願いいたします。 

○事務局 それでは、お手元の資料５－１に基づきまして説明させていただきます。 

  ページ数が多いんですけれども、かいつまんで説明させていただきます。１ページ目でござ

いますが、東日本大震災の被災状況ということで、福島県の被災状況が載っております。地

震、それからその後に発生した津波、さらに原発事故ということ。さらに風評被害も重なっ

て、非常に甚大な被害が県の広域でもたらされまして、地域が分断されております。 

  ２ページ目、ごらんいただきたいのですが、原発の２０キロ圏内は警戒区域ということで立

ち入りができない状況でございまして、道路の復旧等は物理的にある程度終わっているんで

すが、全面通行止めという形になっております。国道６号、それから常磐道につきましては、

もともと常磐富岡インターまで開通していたわけですけれども、その先にはさらに北に延ば

す事業を今しておりましたが、平成２３年度内に供用予定ということで当初進んでおりまし

たが、現在原発の２０キロ圏内ということで工事の再開の見通しが立っていないということ

でございます。こういうわけで、浜通り地方は北の相双地域と南のいわき地域に二分される

ような形になってございます。地域が分断しております。 

  ３ページ目でございますが、被害状況でございます。右側の被害状況の表の下、死者数です

けれども１，８２２名、なお行方不明者が１４２名まだ見つかっていないという状況でござ

います。原発を含めた避難者数は７万３，０００人ということで、県内に１万２，０００人、

県外に４万６，０００人も避難してございます。こうした中、行政機関も２０キロ圏内を中

心に９町村がそれぞれ移転してございます。 

  ４ページ目でございますが、沿線の地域の状況でございます。大きな都市として福島市人口

約２９万、伊達市が６万６，０００人、それから相双地域では北から新地町が８，０００人、

相馬市が３万７，０００人、南相馬市が７万人ということで、福島から相馬に至る東北中央

自動車道の事業のうちの一番左側の区間が今回の計画段階評価の対象区間ということで、福

島霊山間ということになります。東北中央自動車道全体として、現在霊山道路と阿武隈東道

路の２事業が事業化されておりまして、阿武隈東道路につきましてはかなりトンネル工事等、

現地工事の方が進捗しております。霊山道路につきましては、昨年度末、震災の直前ぐらい

に用地買収に着手しまして、一部買えたのですが、震災がございましてしばらく中断してご

ざいます。今後用地買収は再開する予定でございます。 

  全体の整備率としては、ゼロ％ということで、事業化しているのは霊山道路と阿武隈東道路
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ということで、半分だけ事業化しているということで、今回その事業化していない区間を事

業化するための手続として、福島～霊山間について計画段階評価を行うということでござい

ます。 

  ５ページでございますが、先ほど説明したとおり津波とか原発災害によって浜通りの南北の

相双地域ですね、孤立しております。特に福島市内とのつながりというのは非常に多うござ

いまして、今回の緊急支援、それから復旧の支援の関係では内陸に、福島市内にあります自

衛隊の駐屯地ですとか、それから県庁ですとか、あるいは一次避難場所になっていました東

運動総合公園などを結ぶということで、国道１１５号の交通量が非常に伸びております。こ

こに書いてありませんけれども、警察も各都道府県警から応援いただきまして、一時国道１

１５号は自衛隊と警察の車両が４月ごろ列をなして走っているような状況でございました。

そうした中、この道路の性格ということで、「くしの歯作戦」ということで、内陸と被災し

た沿岸部を結ぶ主要な幹線道路ということでございます。 

  次の６ページ目でございますが、この具体的な中通りと浜通りのつながりを示す図ですけれ

ども、左側の絵では、福島空港が今回物資の輸送拠点ということで、こちらから東北道ある

いは国道４号を使いまして、福島市内から国道１１５号で相馬、新地、南相馬の方に物資が

供給されたということでございます。右側の図は自衛隊ですけれども、津波をかぶった沿岸

地域の被災した家屋、行方不明者の捜索等に福島の駐屯地からも国道１１５号などを通じて、

横方向の交通ルートが非常に重要な役割を果たしたということでございます。 

  ７ページ目でございますが、風評被害について、特に観光面ですけれども、左上の観光の風

評被害の一例というところがございますが、温泉の予約キャンセルが三、四カ月先まである

と。あるいは修学旅行の行き先が変えられてしまった。あるいは旅館の経営が成り立たない

というような声が寄せられております。県の復興ビジョンでは、観光客の呼び戻しというこ

とが課題であるということでうたわれてございます。 

  ８ページ目でございますが、生産活動、企業ということですけれども、特にこの時期製造業

の立地が非常に集積してございますので、特に国道６号や常磐道を通行止めすることになっ

て、国道１１５号に高く依存していると。右側の方に被災地の企業の声がございますけれど

も、いずれも相馬市の企業ですが、運送業はいわき市に行けなくなったので回り道をして国

道１１５号から国道４号を通じて迂回していると。あるいは製造業者の声として、関東方面

は東北道に抜ける必要があるので、国道１１５号経由で福島から行っているということ。そ

のために東北道に直結する道路を早く整備してもらいたいというような声が寄せられており
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ます。 

  次、９ページ目でございますが、今度は医療の話でございます。福島県の県北地域、中通り

の県北地域では福島県立医科大学附属病院というところが高度医療を担当する病院でござい

まして、救急搬送は重篤な場合はここに運ばれる形になります。水色で示した区間は６０分

で県立医大の病院まで患者を運び込めるエリアということですが、浜通りの方は国道１１５

号の現道が時間がかかるということで、カバー率がわずか５．１％、新地と相馬市と南相馬

市の３市町は５．１％しかないと。全国の平均に比べても空白エリアというふうに言えるよ

うな状況でございます。そういう意味では、高速道路におけるアクセス時間の短縮というの

は、救急搬送に寄与するということが言えるかと思います。 

  次の１０ページ目でございます。産業の課題の二つ目ですけれども、相馬港のアクセス改善

ということで、左下の図を見ていただきたいのですが、コンテナ貨物の現状が京浜港から東

北道を経由して現在運ばれております。その割合が大体７割から８割という状況でございま

すが、相馬港に例えば内航フィーダー船が来ますと、コンテナ貨物をこの中央道を使ってお

ろすことができるのではないかというようなことでございます。そういう意味では、内陸部

と沿岸部の輸送時間の短縮ですとか、あるいは周辺に工業団地が立地しておりますので物流

面で相馬港とのアクセスが強化されるということが言えると思います。右下の方に企業のア

ンケートの内容が載っておりますが、沿岸から内陸の連携による経営販路の拡大に対しては

５０％の声が寄せられております。同じく輸送時間の短縮ということについても、４８％が

期待しているということでございます。 

  １１ページでございますが、観光の課題ということで整理いたしました。もともと福島の観

光県整備計画というものがございましたが、その中で滞在周遊型の広域観光と、特に海辺の

相双地域と内陸農業ですとか、風光明媚な温泉があるような中通りの北部地域を結ぶという

ことで考えたのですが、近年宿泊客数も減少してきていると。右側のグラフですけれども、

そういう傾向にございます。右下の方の囲みのところですけれども、福島、伊達、相馬の三

つの市を結んだツアーというのを組もうと思ったけれども、アクセスが悪い。時間がなかな

かかかるということで組めなかったというような声も、商工観光部の方から寄せられており

ます。 

  次の１２ページでございますが、こちらは渋滞とか交通事故の課題でございます。福島都市

圏は県内でも渋滞が、損失時間がワースト１ということで、非常に渋滞する国道４号、それ

から国道１３号など市街地が渋滞しているというような状況でございます。現在はこういっ



-25- 

たところを国道１１５号の現道を通って交通が福島市内から行くわけですけれども、こうい

う渋滞の著しい区間を通らなければならないということで、非常に経済損失が発生してくる

と。あるいは交通事故に関しても事故率が高い福島市内の国道４号なり国道１１５号の現道

を使うということで影響が大きいというようなデータがございます。 

  １３ページですが、現道の機能ということで整理しておりまして、非常に現道はカーブがき

つくて、勾配がきついところです。左下の絵のラクダのこぶのような絵がありますけれども、

右側の方が相馬市で左側が福島市なんですが、ちょうど阿武隈高原を通過するところで非常

に勾配が８％から９％と。今回の福島～霊山間につきましては左側ですけれども、８．２％

という勾配の区間がございます。こういったものが解消されるということが期待されます。

あるいは冬期通行期間ということで、この区間中央道全体を見ますと２カ所規制区間がござ

いますので、雨が降ったときにもなかなか通行止めになりにくい、災害に強い道路という位

置づけになるということが期待されます。 

  次のページですが、１４ページは今まで説明したことを簡単にまとめたものですので、説明

は省略させていただきます。 

  １５ページ、政策目標の設定でございますが、上位計画が幾つかございます。今回の復興構

想会議の中で６月に出された復興への提言ということで、太平洋沿岸と東北道を結ぶ横断軸

の強化、防災面の効果を適切に評価しつつ、重点的に進めるべきということが盛り込まれて

おります。その下、真ん中ですけれども、高速道路のあり方検討有識者委員会７月に出され

た緊急提言におきましては、「くしの歯」に象徴される太平洋岸と内陸道を結ぶ横断軸の強

化が必要であるということが位置づけられております。福島県の復興ビジョン、８月に出さ

れたものですが、こちらにつきましても横軸としての太平洋側と日本海側を結ぶ東北中央道

という形で位置づけがなされております。 

  次の１６ページでございますが、福島県の総合計画、これは震災前に策定されたものでござ

いますけれども、こちらの中に東北中央自動車道ということも盛り込まれております。その

他福島市、相馬市の総合計画におきましても、高速道路としての東北中央自動車道というこ

とでそれぞれ位置づけがなされてございます。 

  １７ページ、これらを踏まえまして、この地域の政策目標を設定いたしますと、一つは東西

軸を構築することによる復興の支援、二つ目は工業団地等の拠点と港湾間、それから高速イ

ンターの連携を強化することによる産業、物流面での支援。それから高速道路ネットワーク

による都市圏交通を渋滞とか交通事故の問題がございましたが、円滑化していくということ
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でございまして、地域資源の関連、それから工業拠点の連携関連、それから都市交通の連携

関連ということで、課題を整理して整備方針を検討していくということでございます。 

  次の１８ページでございますが、具体的なルートについてでございますが、２案検討をして

ございます。ここに書いてあるルート帯を１キロの幅で設定しておりますが、左側の東北道

の福島市の北側のジャンクションで接続されます。福島市街地は非常に人口が集積しており

ますので、あいたところをこういったＪルートが入っております。２案考えておりますのは、

右側にある現在事業を進めております霊山道路の終点側の霊山インターチェンジがございま

すが、ここと東北道を最短で結ぶという案が、「案①」の北回りの直結案でございます。現

道の国道１１５号との接続性を極力生かしながら、福島市内に近いところまでアクセスでき

るという形で南回りの「案②」というものを今回検討してございます。それぞれの優劣につ

いて下に書いておりますが、例えば北回りの「案①」の直結案につきましては、整備延長が

短いということで早期の整備効果発現が期待されるですとか、あるいは東北道のアクセスと

いう意味では非常に短時間で直結できると。それから、沿線の家屋の支障物件の数というの

は、南回りに比べて少ないというような特徴がございます。一方、「案②」の南回りの直結

案でございますが、福島市に非常に近いところまで直結していますので、市内からのアクセ

スがよくなると。それから、整備延長が「案①」に比べて長くなるということで、事業期間

が多少長くなるというようなこともございます。 

  次の１９ページ、さらに詳細に比較した表がございます。上の方から順番に行きますと、ま

ず災害時の安全確保、東西軸の構築ということで出しますと、まず隘路区間の解消につきま

しては同じような効果です。縦断勾配がきつい５％以上のところ、それからカーブのきつい

１００メートル未満のところがいずれも解消されると。所要時間につきましては、「案①」

の北回りの直結案の方が、「案②」の南回りに比べて４分短い約１０分でこの区間を通過で

きるという内容になってございます。それから、その下、高次医療施設までのアクセス改善

ということで、これにつきましてはカバー率については全く同じで、現況の５．１％から２

１．４％まで完成後には改善されるという内容になってございます。それから、工業拠点と

港湾間、高速インターの連携強化による産業支援という点でございますけれども、それぞれ

工業団地からのアクセス時間について比較をしております。いずれも福島市内、伊達市内の

工業団地とも、「案①」の方がアクセス時間がより短くなるということでございます。工業

拠点から高速インターへのアクセス時間につきましては、福島市内の工業団地が「案①」の

方が長くなると。伊達市内の工業団地につきましては、「案②」よりも「案①」の方が逆に
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２分ほど短くなるというような結果になってございます。それから、福島市内の渋滞に関し

てでございますけれども、緩和の効果として、「案①」につきましては約１２％の削減とい

うことで２２９万人時間／年、「案②」の方は３９％削減ということで１５８万人まで削減

されるということで、こちらは「案②」の方がより効果が高いという結果になってございま

す。コストにつきましては、書いてあるとおりでございまして、「案①」の方が延長が短い

分約４００から５００億円、「案②」につきましては７００から８００億円というような形

になってございます。 

  次の２０ページでございますが、ここも計画段階評価で住民と地域の方、あるいは県民も含

めて意見を聞くということで、その内容の大枠を示しております。目的としては、道路が通

るおおむねの範囲を絞り込むということで、そのための議論ということで、道路をめぐる課

題の把握ですとか、政策目標を明確化する。それから対策案を比較して、利用者沿線の方々

の評価をいただくということでございまして、方法としては住民へのアンケート、それから

ホームページを立ち上げて地域住民以外の方からのアンケート、それから企業に対してのヒ

アリングという形で構成しております。周知方法としては、新聞広告、自治体の広報を活用

する、あるいは対象の地区に回覧という形で広報を回す、それからオープンハウスというこ

とで、ポスターと意見を入れるような箱を設置する。それから高校にアンケートを配布する

といった方法を考えております。１カ月程度意見を聴取しまして、実施主体としましては関

係する沿線の福島市、伊達市、桑折町を入れた形で実施したいと考えてございます。 

  長くなりましたが、以上でございます。 

○坂本委員 今回の福島と霊山の区間の話はわかるんですけれども、例えば災害時の安全の確

保とか目的が出ているとすれば、今この霊山道路と阿武隈東道路、それぞれ事業中で、その

間がありますね。これというのはどうなっているのですか。今回の件をやるのであれば、そ

こも一緒にやった方がいいのではなかろうかなと思うのですが、どういうふうになっている

のですか。 

○事務局 この間の区間は、先ほど三陸沿岸道路の方でご紹介しましたが、ルートを公表して

いく、確定していくというプロセスがございましたけれども、その中で横軸の方も同じ手続

を進めておりまして、この中央道の今言われた区間というのは同じくルートをかためていく

プロセスを今やっております。一方で、今議論いただいている福島～霊山間は、都市計画の

中を通るものですから、複数案の案を絞り込んでいくという作業に今なっております。 

○坂本委員 それはそれでわかるんですが、そうすると今のところの部分が事業化されるため
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には、今言ったところが事業化されるためには、どういうステップが必要なのですか。 

○事務局 そちらも先ほどの沿岸道路がございましたけれども、８月中のルートを確定して、

その後、新事業評価、そして事業採択という形になってまいります。 

○福迫委員 とりあえず１点確認したいんですけれども、「案②」の方ですが、この図で、

「案①」と「案②」が出ているところですけれども、霊山インター仮のところから、東北自

動車道に両方とも最終的にはつながるということですけれども、特に「案②」の方ですけれ

ども、その間にインターなりを設けるということでしょうか。その予定なりをまずお聞かせ

ください。 

○事務局 中間地点のインターにつきましては実は現在検討中でございまして、計画段階評価

の最初の段階としてルートを示して意見を聞いて、多分その次のステップになってこようか

と思います。実際にはインターの位置につきましては、いろいろな交通利用上の計算とか計

画論的なものとあわせまして、地元の自治体のご意見、住民の方々のご意見もございますの

で、それらを踏まえて次の段階で具体的なインターチェンジの計画をさらに絞り込んで、提

示して意見を聞くという形になろうかと思います。 

○福迫委員 場所は別として、つくる予定であるということでしょうか。 

○事務局 はい、そのとおりでございます。 

○福迫委員 わかりました。それで、勝手に考えますと、この説明等からすれば、「案②」で

大きくくねるところのあたりなのかなというふうに思いまして、その間は国道１１５号とほ

ぼ並行すると。そこで大きくくねったところでインターでおりて、そこからずっと北上して

北の方で「案①」と重なるというようなことなのかなと、そうしないと説明のインターへの

アクセス時間とかがちょっとよくわからないなというのが一つあったんですけれども、そう

である場合と、この「案①」の場合で、道路自体の位置づけがかなり変わってくるのかなと

いう気がいたします。「案①」の場合は、基本的に霊山から東北自動車道までの道、福島近

辺でインターを設けるという形での道ということですけれども、「案②」の場合は、この国

道１１５号の代替ということが非常に色濃く出るのかなと思いまして、そういう位置づけで

の「案②」ということ、国道１１５号の代替として、極端に言えば国道１１５号が余り安全

ではないので、そちらを通るようにするということなのか。その辺でちょっと考え方が大き

く変わってくるのかなと思います。 

  ついでに言いますと、普通に考えれば、もろもろの項目を抜かせばコストなり時間なり、あ

るいは用地取得の容易さ等からすると、「案①」の方がすぐれているかと思うわけですけれ
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ども、そうである場合に「案①」を採用し、その場合「案②」よりかなりコストが浮くと。

そこの部分でこの国道１１５号の特に問題がある箇所の部分を改修なり、ちょっとバイパス

にするなりというようなことはお考えの中にありますでしょうか。 

○事務局 具体的な現道の改修の要望ですね、これは地元からそういう要望を聞いた上でやっ

ていくことになると思います。ここの国道１１５号は３桁国道でございますので、管理者は

福島県でございます。現在、霊山道路とか阿武隈東道路をやっているのは権限代行事業とい

うことで、国が県になりかわってやってございます。そういった中で、現道の改修要望、国

道１１５号の特にこれでいきますと、下の方に２カ所曲がっているカーブがございますが、

これは大波地区という福島市内の地区でございますけれども、非常にきついカーブと、先ほ

ど絵で説明しました８％以上の急勾配がある地区でございまして、もし「案①」になれば、

こういったところを改良すべきでないかというようなご要望も、今後もしかしたら出てくる

かもしれませんが、現状のところはまだそういったことを正式に話は聞いてございません。 

○大滝委員長 よろしいですか。ありがとうございました。 

  ほかにいかがでしょうか。もしほかにご意見がないということであれば、幾つかご質問、ご

意見をいただいたわけですけれども、少なくとも基本的には例えば地域の課題ですとか、政

策目標、それから対策案の設定、意見聴取の方法については、事務局の提案に対して大筋了

解が得られたものだというふうに理解できるかと思います。それで、私からのまとめとして

は、事務局の方で本日の意見を踏まえた上で、これからの意見聴取の実施をお願いするとい

うことで進めていただけたらどうかというふうに思うんですけれども、皆々様方はそれでよ

ろしいでしょうか。 

  それでは、特に異論がないということのようですので、この委員会としては今申し上げたよ

うな形で、事務局からの提案に対して了解が得られたということで、本日の意見も踏まえた

上で意見聴取の実施に進めていただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いい

たします。 

  それでは、ここまでが一応私に課された審議事項の中身ということになりますけれども、司

会の進行としてはここまでということで終わらせていただきたいと思います。事務局の方に

進行をお返ししたいと思います。ありがとうございました。 
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５．その他 
 

○事務局 事務局の方から１点報告させていただきたいと思います。 

  資料６というものがあるかと思います。市民情報提供でございますけれども、日本海沿岸東

北自動車道における計画段階評価の着手ということで、これを昨日投げ込みをさせていただ

いてございます。今日、２件計画段階評価をいただいておりますけれども、同じく次の日本

海沿岸東北自動車道の遊佐～象潟、これは山形秋田県境でございます。あと朝日～温海、こ

れは新潟山形県境でございますけれども、こちら２区間についてまた計画段階評価に着手す

るということで、また地方小委員会でのご議論をお願いしたいということで考えてございま

す。 

  時期につきましては、９月中旬ごろを予定しておりまして、詳しい日程についてはまた連絡

させていただきたいと思います。別紙１、別紙２が次にございますけれども、それぞれ遊佐

～象潟間、１７キロございます。この区間の計画段階評価、同じく対策案を提示して、意見

聴取をしながら絞り込んでいくという過程でございます。また、朝日～温海間、これは全長

３６キロございますけれども、この２区間につきまして計画段階評価に着手していきたいと

考えてございますので、お知らせをさせていただきます。 

  残りの３ページは、これまでの導入についての方針等でございますので、参考でございます。

以上です。 

○司会 ほかにはよろしいでしょうか。 

  それでは、これをもちまして、社会資本整備審議会道路分科会第３回東北地方小委員会を閉

会いたします。 

  長時間にわたりご議論いただきまして、どうもありがとうございました。 


